
上監委告第 3 号 

 

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定により、随時監査（工事監査）を実施したので、

同条第 9 項の規定により、その結果を公表する。 

 

  平成 28 年 2 月 15 日 

 

上越市監査委員  大 原 啓 資 

 

 

上越市監査委員  山 川 と も 子 

 

 

上越市監査委員  武 藤 正 信 

 

 

記 

１ 監査の種類  随時監査（工事監査） 

 

２ 監査の対象  交道改第 27-4-30-A3 号橋梁下部工工事 

 

３ 監査の方法   技術面での監査を、特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォー

ラムに委託し、提出された設計図書等の審査、関係者への事情聴取及び現

地調査を実施した。 

 

４ 監査の期間  平成 27 年 9 月 25 日から平成 28 年 2 月 10 日 

 

５ 監査の結果   別添報告書のとおり概ね適正であるが、注意事項として、設計図の一部

不足や過積載防止等の確認や記録が必要なものなどがあった。ついては、

今後の他工事において、書類の整備等をより適切に実施されたい。 

また、工事写真の看板への撮影日の記載については、特定の工事や工程

を除き、市の工事施工の際に準拠している新潟県土木工事標準仕様書等で

も日付を入れることまで求めておらず、必要な場合は、撮影日を記載して

いることを確認した。しかし、別添報告書指摘のとおり、記載することに

より記録性が補完されることも見込まれるため、撮影日を記載することの

必要性について、検討されたい。 

 

６ そ の 他  監査対象工事の概要及び監査の着眼点は別紙のとおり 

 

 



監査対象工事の概要及び監査の着眼点 

 

1. 監査の対象 

 ⑴ 名称 

交道改第 27-4-30-A3 号橋梁下部工工事 

 

 ⑵ 工事場所 

   上越市大島区大平他地内 

⑶ 工事概要 

土工 1 式 

橋台躯体工 N=2 基 

法覆護岸工 L=60m 

仮設工 1 式 

構造物撤去工 1 式 

 

⑷ 工期 

   平成 27 年 6 月 10 日から平成 28 年 3 月 15 日 

 

2. 監査の着眼点 

⑴ 計画・設計（設計図、設計書、仕様書等） 

   ① 必要な設計図書は整備されているか。 

   ② 法令・基準等を遵守しているか。 

   ③ 合理的、妥当なもので、その根拠は適切か。 

   ④ 機能性・安全性・公益性・環境への配慮は適切か。 

   ⑤ 維持管理の容易さ及び経済性は考慮されているか。 

   ⑥ 委託成果品検査、委託業務の履行確認は適切か。 

   ⑦ 設計変更があった場合、その根拠及び内容は妥当なものであるか。 

 

⑵ 積算・入札 

   ① 積算根拠は明確か、積算漏れはないか。 

   ② 入札・契約・完成保証等の方法及び書類は適切か。 

 



⑶ 工事監理 

   ① 現場に必要な書類・記録が整備されているか。 

   ② 関連工事との連絡調整は適切か。 

   ③ 工事材料の数量・品質、監理は適正か。 

   ④ 工期変更がある場合、理由は適切か。 

 

  ⑷ 施工・施工監理 

   ① 工事施工計画書は適切か。 

   ② 法令・基準は遵守されているか、諸官庁への事務手続きは適正か。 

   ③ 設計図書どおり施工されているか、変更の場合理由は確かか。 

   ④ 現場保安措置及び災害・交通対策は適切か。 

   ⑤ 騒音・振動対策等環境対策は適切か。 

   ⑥ 材料の出納・保管は適切か。 

   ⑦ 重機類の安全対策、作業員の安全教育等は適切か。 

 

⑸ 検査 

① 各種検査、材料試験等は適正か、その記録は整備されているか。 

 

⑹ 説明責任 

  ① 全体的に情報開示・説明責任に対応できる内容になっているか。 
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